
登別市国民健康保険一部負担金の減免等に関する要綱

（趣旨）

第１条 この告示は、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号。以下「法」という。）

第４４条の規定による一部負担金の減額、支払の免除及び徴収猶予（以下「一部負担金の

減免等」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。

（１）実収入月額 一部負担金の減免等の措置を受けようとする世帯主及び当該世帯に属す

る被保険者に係る生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に基づく保護要否判定に用

いられる収入認定額

（２）生活保護基準 一部負担金の減免等の措置を受けようとする世帯主及び当該世帯に属

する被保険者に係る生活保護法第１１条第１項第１号から第３号までに掲げる扶助に

ついて同法第８条第１項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定し

た当該世帯主等の需用の額の合計額

（一部負担金の減免）

第３条 市長は、世帯主が次の各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難

となった場合において必要と認めるときは、申請により、一部負担金を減額し、又はその

支払を免除することができる。

（１）震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、又は

資産に重大な損害を受けたとき。

（２）干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により

収入が減少したとき。

（３）事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

（４）前３号に掲げる事由に類する事由があったとき。

２ 前項の生活が著しく困難となった場合とは、当該世帯が次の各号のいずれにも該当する

場合をいう。



（１）実収入月額が生活保護基準に１０分の１１を乗じて得た額（以下「基準額」という。）

以下である場合

（２）世帯主及び当該世帯に属する被保険者の預貯金が基準額の３月以下である場合

３ 一部負担金の減免の期間は、１月ごととし、原則３月までとする。ただし、３月を超え

てなお減免を必要とするときは、生活保護を所管するグループとの連携を図る等適切な措

置を講ずるものとする。

（一部負担金の減免の基準）

第４条 前条の規定に該当した場合の一部負担金の減額又は支払の免除の基準は、生活保護

基準に１０分の１１を乗じて得た額に対する実収入月額の比率により算定するものとし、

次の票に掲げるとおりとする。

２ 一部負担金の減免は、減免割合を一部負担金に乗じて得た額（その額に１円未満の端数

があるときは、これを切り上げた額）を一部負担金から差し引くものとする。

（一部負担金の徴収猶予）

第５条 市長は、一部負担金の支払の義務を負う世帯主が第３条第１項各号のいずれかに該

当したことによりその生活が困難となった場合において必要と認めるときは、その者に対

し、その申請により、６月以内の期間に限って、一部負担金の徴収を猶予することができ

る。この場合において、当該世帯主が保険医療機関に対して当該一部負担金を支払うべき

ものであるときは、当該保険医療機関に対する支払に代えて当該一部負担金を直接に徴収

することとし、その徴収を猶予することができる。

（一部負担金の減免等の適用除外）

第６条 第３条及び前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、一部

負担金の減免等は行わないものとする。

生活保護基準に１０分の１１を乗じて得た額に

対する実収入月額の比率
減免割合

８０％を超え１００％以下 ３割

６０％を超え８０％以下 ５割

４０％を超え６０％以下 ７割

４０％以下 １０割



（１）蓄積された資産（居住用資産を除く。）、退職金、保険金、補償金、仕送り等により当

面の生活に支障がないとき。

（２）国民健康保険税の滞納があり、かつ、納税相談に応じない等納付の意思が認められな

いとき。

（申請）

第７条 一部負担金の減免等の措置を受けようとする世帯主は、あらかじめ市長に対し、国

民健康保険一部負担金減免等申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添付して提出

しなければならない。ただし、徴収猶予については、急患その他緊急かつやむを得ない特

別の理由がある場合は、当該申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提

出しなければならない。

（１）収入・資産申告書（別記様式第２号）

（２）医師の意見書（別記様式第３号）

（３）同意書（別記様式第４号）

（４）その他申請理由が証明できるもの

（審査及び決定）

第８条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに審査し、一部負担金の減免等の

承認又は不承認を決定した場合は、国民健康保険一部負担金減免等承認通知書（別記様式

第５号）又は国民健康保険一部負担金減免等不承認通知書（別記様式第６号）により申請

者に通知する。

２ 前項の審査は、申請内容が事実と相違ないか調査し、確認するとともに、必要に応じ、

法第１１３条の規定に基づき、当該世帯主に対し文書その他の提示を求め、又は当該職員

に質問させるものとする。

３ 前項の調査において、世帯主が非協力的又は消極的であり、事実の確認が困難である場

合は、当該申請を却下することができる。

（証明書）

第９条 市長は、一部負担金の減免等の承認を決定した場合は、国民健康保険一部負担金減

免等証明書（別記様式第７号。以下「証明書」という。）を申請者に交付する。



２ 一部負担金の減免等の承認を受けた者が保険医療機関について療養の給付を受けよう

とするときは、保健医療機関において法第３６条第３項に規定する電子資格確認等を受け

るとともに、前項の証明書を当該保険医療機関に提出しなければならない。

３ 保険医療機関は、緊急かつやむを得ない場合で、第１診療日に徴収猶予を承認した証明

書を提出できない被保険者の療養を取り扱うときは、その者が事後に当該証明書を提出す

ることを署名させ、確認したうえ、一部負担金を支払わせないものとし、被保険者が当該

証明書を第２診療日までに提出しないときは、保険医療機関は、市長に連絡し、その者に

対して徴収猶予の申請がされ、かつ、証明書が発行されるかどうかを確認し、徴収猶予の

該当者でない場合は、一部負担金を支払わせるものとする。

（一部負担金の減免等の取消し）

第１０条 市長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた者がある

場合においてこれを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減免を取り消し、国民健康

保険一部負担金減免等取消通知書（別記様式第８号）により当該世帯主に通知する。この

場合において、被保険者が保険医療機関について療養の給付を受けたものであるときは、

市長は、直ちに、減免を取り消した旨及び取消しの年月日を国民健康保険一部負担金減免

等の取消しについて（別記様式第９号）により当該保険医療機関に通知するとともに、当

該被保険者がその取消しの日の前日までの間に減免によりその支払を免れた額を当該被

保険者に返還させるものとする。

２ 市長は、一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合

においては、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予を取り

消し、国民健康保険一部負担金減免等取消通知書により当該世帯主に通知する。この場合

において、被保険者が保険医療機関について療養の給付を受けたものであるときは、市長

は、直ちに、国民健康保険一部負担金減免等の取消しについてにより当該保険医療機関に

通知するとともに、徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部を一時に徴収することがで

きる。

（１）徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適

当であると認められるとき。

（２）一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。



別記様式第１号（第７条関係）

（一部負担金が支払えない理由）

登別市長　　　様

国民健康保険一部負担金減免等申請書

被 保 険 者  の
記   号   番   号

登

 登別市　　　　　　 町

　　　　　　　　　丁目　　　　番地

氏名

個人
番号

医療機関名

所　在　地

 1  1　　　年　　月　　日

 2  2　　　年　　月　　日

 3  3　　　年　　月　　日

　□　減　　額

　□　免　　除

　□　徴収猶予

　上記のとおり一部負担金の減額・免除・徴収猶予を受けたいので、その事由を証する書

　類を添えて申請します。

 年　　　月　　　日

住　　所 登別市　　　町　　丁目　　　番地

世帯主 氏　　名

個人番号

電話番号

事実と異なった申請をして不正に一部負担金の減免等を受けた場合、登別市国民健康保

 険条例第13条の規定に基づき、減免等を受けた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科

 されることがあります。

住　　　　　　 所 世帯主氏名

療養の給付
を受ける者

生年
月日

　　　年　　　月　　　日
世帯主
と　の
続　柄

療養取扱医療機関

傷　　病　　名

発病
又は
負傷
日

申　請　事　項 期間
　　年　　月　　日から
　　年　　月　　日まで

申　請　理　由



別記様式第２号（第７条関係）

　私の世帯に係るすべての収入及び資産について、次のとおり申告します。

　この申告書及び添付書類の記載内容は、事実に相違ありません。

登別市長　様

１　給与収入、事業収入等

※　給与、日雇、内職、農業、事業等による収入の種類ごとに記入してください。

※　必要経費には、収入を得るために必要な交通費、原材料費、仕入れ代、社会保険料、

　所得税、住民税等の経費の総額を記入してください。

※　収入額を証明する書類、預貯金通帳その他証明書類を添付してください。

収 入 ・ 資 産 申 告 書

　　　　　年　　月　　日

住所 登別市　　　町　　　丁目　　　番地

申告者(世帯主)

氏名

氏　　　　名

仕事の内容

（勤務先）

収　入　額 円 円 円 円

必要経費① 円 円 円 円

勤 労 日 数 日 日 日 日

収　入　額 円 円 円 円

必要経費② 円 円 円 円

勤 労 日 数 日 日 日 日

収　入　額 円 円 円 円

必要経費③ 円 円 円 円

勤 労 日 数 日 日 日 日

 ①

 ②

 ③

区　　　　分 今 月 分 見 込 前　　月　　分 前々月分
実収入月額
（3月平均）

必要経費の
主な内容



別記様式第３号（第７条関係）

登別市長　　　様

（この意見書は、国民健康保険一部負担金減免等申請書の添付書類として世帯主が市長に提

　出するものです。）

医　師　の　意　見　書

被 保 険 者  の
記   号   番   号

登

 登別市　　　　　　 町

　　　　　　　　　丁目　　　　番地

 1  1　　　年　　月　　日

 2  2　　　年　　月　　日

 3  3　　　年　　月　　日

総　額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　　年　　　月分 　　　　　　　　　円 　　　年　　　月分 円

　　　年　　　月分 　　　　　　　　　円 　　　年　　　月分 円

特　記　事　項

上記のとおり治療が必要であることを証明します。

 年　　　月　　　日

保険医療機関名

所　　在　　地

電　話　番　号

医　師　氏　名

住　　　　　　 所 世帯主氏名

療養の給付
を受ける者

氏名
生年
月日

　　　年　　　月　　　
日

世帯主
と　の
続　柄

傷　　病　　名

発病
又は
負傷
日

療 養 見 込 期 間

　　　　　　　　　年　　　月　　　日か
ら
　　　　　　　　　年　　　月　　　日ま
で

　□　外　　来
　□　入　　院

現　在　及　び
今 後 の 状 況

一 部 負 担 金
所 要 見 込 額



別記様式第４号（第７条関係）

同　　　意　　　書

　登別市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予を決定するために必要があるときは、

私及び私の属する世帯の世帯員(以下「私等」という。)の試算及び収入の状況につき、登

別市が官公署に必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他

の機関、私若しくは私の属する世帯の世帯員の雇用主その他の関係者(以下「銀行等」とい

う。)に報告を求めることに同意します。

　また、登別市の資料提供又は報告要求に対し官公署又は銀行が報告することについて、

私等が同意している旨を官公署又は銀行等に伝えて構いません。

　なお、本同意書をもって調査して得た情報については、必要に応じて、登別市の関係部

局に提供することについて同意します。

年　　月　　日

登別市長　様

住　　所 　登別市　　　町　　丁目　　番地

世帯主名

世帯員名



別記様式第５号（第８条関係）

国民健康保険一部負担金減免等承認通知書

被 保 険 者 の
記　号　番　号

登

登別市　　　　　町

　　　　　　　丁目　　　番地

　　　年　　月　　日

医 療 機 関 名

所　　在　　地

傷　　　病　　　名

 発 病
 又 は
 負 傷
 日

　　　　　年　　月　　日付で申請のありました一部負担金の減免等については、上記のと

おり承認しましたので、通知します。

　第　　　　　号

　年　　月　　日

 （世帯主）　　　様

登別市長　　　　　　　　　　印

住　　　　　 　所 世帯主氏名

療養の給付
を受ける者

氏名
生年
月日

世帯主
と　の
続　柄

療養取扱医療機関

減 免 等 の 内 容
　□　減　　額（割合　　割）
　□　免　　除
　□　徴収猶予

減免
等の
期間

年　　　月　　日から
年　　　月　　日まで

教
　
　
　
示

　　この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算
　して３か月以内に、北海道国民健康保険審査会に対して審査請求をすることができま
　す。
　　また、前記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決
　があったことを知った日の翌日からきさんして６か月以内に、登別市を被告として(訴
　訟において登別市を代表する者は登別市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起
　することができます。ただし、次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査
　請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
　　①審査請求があった日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決がないとき。
　　②処分、処分の執行又は手続きの続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の
　必要があるとき。
　　③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
　　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年
　を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することはでき
　なくなります。なお、正当な理由があるときや、上記の期間やこの処分があった日の
　翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消し
　の訴えを提起することが認められる場合があります。



別記様式第６号（第８条関係）

国民健康保険一部負担金減免等不承認通知書

被 保 険 者 の
記　号　番　号

登

登別市　　　　　町

　　　　　　　丁目　　　番地

　　　年　　月　　日

申　 請 　事　 項 　　□減　　免　　□免　　除　□徴収猶予

不 承 認 の 理 由

　　　　　年　　月　　日付で申請のありました一部負担金の減免等については、上記のと

おり不承認しましたので、通知します。

　第　　　　　号

　年　　月　　日

 （世帯主）　　　様

登別市長　　　　　　　　　　印

住　　　　　 　所 世帯主氏名

療養の給付
を受ける者

氏名
生年
月日

世帯主
と　の
続　柄

教
　
　
　
示

　　この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算
　して３か月以内に、北海道国民健康保険審査会に対して審査請求をすることができま
　す。
　　また、前記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決
　があったことを知った日の翌日からきさんして６か月以内に、登別市を被告として(訴
　訟において登別市を代表する者は登別市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起
　することができます。ただし、次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査
　請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
　　①審査請求があった日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決がないとき。
　　②処分、処分の執行又は手続きの続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の
　必要があるとき。
　　③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
　　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年
　を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することはでき
　なくなります。なお、正当な理由があるときや、上記の期間やこの処分があった日の
　翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消し
　の訴えを提起することが認められる場合があります。



別記様式第７号（第９条関係）

国民健康保険一部負担金減免等承認通知書

被 保 険 者 の
記　号　番　号

登

登別市　　　　　町

　　　　　　　丁目　　　番地

　　　年　　月　　日

医 療 機 関 名

所　　在　　地

傷　　　病　　　名

 発 病
 又 は
 負 傷
 日

 上記のとおり証明する。

年　　月　　日

　登別市長　　　　　　　　　　　　印

注意事項

保険医療機関で受診する際は、この証明書を電子資格確認、資格確認書の提示に併

　せて事前に当該保険医療機関に提出してください。

保険医療機関へのお願い

　１「減額」の場合は、この証明書記載の減額割合を一部負担金に乗じて得た額）１円未

　　満切上げ）を一部負担金から差し引いた金額を被保険者から徴収してください。

　２「免除」「徴収猶予」の場合は、被保険者から一部負担金を徴収しないでください。

　３　診療報酬を請求する際は、この証明書を添付し、減免・徴収猶予された額を診療報

　　酬と併せて請求してください。

住　　　　　 　所 世帯主氏名

療養の給付
を受ける者

氏名
生年
月日

世帯主
と　の
続　柄

療養取扱医療機関

減 免 等 の 内 容
　□　減　　額（割合　　割）
　□　免　　除
　□　徴収猶予

減免
等の
期間

年　　　月　　日から
年　　　月　　日まで



別記様式第８号（第１０条関係）

国民健康保険一部負担金減免等不承認通知書

被 保 険 者 の
記　号　番　号

登

登別市　　　　　町

　　　　　　　丁目　　　番地

　　　年　　月　　日

申　 請 　事　 項 　　□減　　免　　□免　　除　□徴収猶予

取  消  の  理  由

　　　年　　　月　　日付で承認しました一部負担金の減免等については、上記のとおり取
消しましたので、通知します。
　なお、既に減額・免除・徴収猶予を受けた額（　　　　　　円）については、　　　　年

　月　　日までに返還してください。

　第　　　　　号

　年　　月　　日

 （世帯主）　　　様

登別市長　　　　　　　　　　

住　　　　　 　所 世帯主氏名

療養の給付
を受ける者

氏名
生年
月日

世帯主
と　の
続　柄

教
　
　
　
示

　　この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算
　して３か月以内に、北海道国民健康保険審査会に対して審査請求をすることができま
　す。
　　また、前記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決
　があったことを知った日の翌日からきさんして６か月以内に、登別市を被告として(訴
　訟において登別市を代表する者は登別市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起
　することができます。ただし、次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査
　請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
　　①審査請求があった日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決がないとき。
　　②処分、処分の執行又は手続きの続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の
　必要があるとき。
　　③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
　　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年
　を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することはでき
　なくなります。なお、正当な理由があるときや、上記の期間やこの処分があった日の
　翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消し
　の訴えを提起することが認められる場合があります。



別記様式第９号（第１０条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

　（保険医療機関）様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　登別市長　　　　　　　　　印

国民健康保険一部負担金減免等の取消しについて

　　貴医療機関で受診している本市国民健康保険被保険者　　　　　　に対する国民健康保

　険一部負担金の減額・免除・徴収猶予については、次のとおり取り消しましたので、お知

　らせします。

　　なお、取消しの日以降の診療に係る一部負担金については、当該被保険者から直接徴収

　してくださるようお願いします。

記

取 消 し の 内 容

取　消　し　の　日 年　　　月　　　日

（参考：取消し前の承認内容）

被 保 険 者 の
記　号　番　号

登

登別市　　　　　町

　　　　　　　丁目　　　番地

　　　年　　月　　日

医 療 機 関 名

所　　在　　地

傷　　　病　　　名

 発 病
 又 は
 負 傷
 日

住　　　　　 　所 世帯主氏名

療養の給付
を受ける者

氏名
生年
月日

世帯主
と　の
続　柄

療養取扱医療機関

減 免 等 の 内 容
　□　減　　額（割合　　割）
　□　免　　除
　□　徴収猶予

減免
等の
期間

年　　　月　　日から
年　　　月　　日まで



附 則（平成２２年告示第１３５号）

この告示は、平成２２年１１月１日から施行する。

附 則（平成２８年告示第１６号）

この告示は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第５号、別記様式第６号及び別記

様式第８号の改正規定は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則（平成２８年告示第７３号）

この告示は、公布の日から施行し、改正後の登別市国民健康保険一部負担金の減免に関す

る要綱の規定は、平成２７年４月１日から適用する。

附 則（令和６年告示第２５０号）

（施行期日）

１ この告示は、令和６年１２月２日から施行する。

（経過措置）

２ この告示の施行の際、この告示による改正前の告示の規定により作成された様式の用紙

で現に残存するものは、必要な修正を加えた上で、なお当分の間、使用することができる。


